
生活に役立つ機能を中心に基本的な使い方について学びます。
①ゲームを交えたスマートフォンの基本操作、文字入力(第1回)
②インターネット・地図アプリの利用方法(第２回)
③アプリのインストール、テレビ電話/会議アプリの利用方法(第３回)
④マイナンバーカードの申請(希望者のみ)､メールの利用方法､インターネットの利用上の注意など(第４回)
開催時間 第1～3回(※1)：14時～16時、第4回(※2)：13時～16時
相談会（※3) 16時～17時

※１：第１回～第４回で1セットの申し込みとなります。
※２：第4回はマイナンバーカード申請を希望される人のみ13時開始です。
※３：相談会のみの参加申し込みも可能です。
各会場先着10人まで

電話、FAX（62-8115）、または備え付けの申込書でお申し込みください。
※申込書は各地区公民館、本庁舎(1階 市民窓口サービス課、３階 政策企画課)、有明支所、
　しまばらん窓口 とるっと にご用意しています。
9月29日(金)
以下に該当する人はご相談ください。
・要支援や要介護の認定をお持ちで会場までの移動が困難な人
・運転免許証を持っていない、または返納した人で会場までの移動が困難な人
・公共交通機関の利用が困難な人
・上記以外の理由で会場までの移動が困難な人

　「敬老の日」は、多年にわたり社会に尽くされてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝う日として定められた国民の
祝日で、今年は９月１８日（月・祝）です。

　
  ９月１日を基準日として、８８歳（米寿）の人に長寿をお祝いする祝品を贈呈します。対象となる人には事前に
通知しています。

　
　９月１日を基準日として、満７０歳以上の人に、「島原温泉ゆとろぎの湯」および「有明福祉センター美人の
湯」を無料で利用できる優待券を配布しています。

　９月１日現在、本市に1年以上継続して住所を有する、要介護状態区分が要介護３以上の高齢者(満６５歳以上)
を、９月１日前１年間において１８３日以上在宅で介護した親族または同居の人へ見舞金を支給します。
※介護認定を受けていない人は市保健師が訪問し調査を行います。

敬老の日

　結婚５０周年を迎えるご夫婦に記念品を贈り、金婚と長寿をお祝いします。
１１月２２日(水) 午前１０時～
島原文化会館
市内に住所を有し、昭和４８年１月１日から同年１２月３１日までに結婚した夫婦
１０月２日(月)
秘書人事課、有明支所、および各地区公民館に備え付けの申出書に必要事項を記入し、提出してください

島原市金婚祝賀式

 在宅高齢者介護見舞金

市政情報

問合せ先　福祉課

問合せ先　秘書人事課

問合せ先　福祉課　有明支所

敬老祝品の贈呈

温泉無料入浴券の配布

と 　 き
と こ ろ
対 象 者
申込期限
申込方法

利用期間

配布方法

見舞金額
申請方法
申請期限

９月１８日（月・祝）～１１月１７日（金）
※開館時間は１０時～２１時（受付は２０時３０分まで）
※各施設の定休日は利用できません
　島原温泉ゆとろぎの湯…毎週水曜日
　有明福祉センター浴場…毎週火曜日
事前に町内会・自治会などを通じて配布

年額５万円
申請者の印鑑と振込先がわかる書類を持参し、申請書に必要事項を記入の上、申請してください。
９月２９日(金)
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